
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
四
号
中
「
明
り
よ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
三
号
中
「
令
達
」
を
「
配
当
」
に
改
め
る
。 

第
九
十
二
条
中
「
投
資
及
び
基
金
」
を
「
投
資
そ
の
他
の
資
産
」
に
改
め
る
。 

第
百
条
第
一
項
中
「
、
除
却
仮
勘
定
」
を
削
り
、
「
投
資
」
を
「
投
資
そ
の
他
の
資
産
（
そ
の

他
投
資
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
百
八
条
中
第
十
一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
一 

権
利
義
務
の
譲
渡
等
の
禁
止 

十
二 

履
行
の
延
長 

十
三 

協
議
に
よ
る
契
約
の
解
除
等 

十
四 

契
約
の
履
行
の
届
出 

第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
物
件
の
購
入
又
は
修
繕
」
を
「
契
約
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
八
条
第
三
項
第
二
号
ロ
中
「
（
契
約
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
契
約
書
案
）
」
を
削

る
。 別

表
第
二
中 

「 

 」 

を 

     

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 

 
」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
中 

「 

 」 

を 

   

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 年
賦
未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え

る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

破
産
更
生
債
権
等
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に

備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 

款
 

項
 

目
 

節
 

備
 

 
 

 
 
考

 

 
                                       

                            

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

   

そ
の
他
営
業
費
用
 

 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償

 
 
費
 

被
 
 
服

 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料

 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託

 
 
料
 

手
 
 
数

 
 
料
 

賃
 
 
借

 
 
料
 

修
 
 
繕

 
 
費
 

補
 
 
償

 
 
費
 

研
 
 
修

 
 
費
 

負
 
 
担

 
 
金
 

保
 
 
険

 
 
料
 

公
 
 
課

 
 
費
 

交
 
 
付

 
 
金
 

交
 
 
際

 
 
費
 

広
 
 
告

 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

 

た
な
卸
資
産
減
耗
費
 

 

材
料
売
却
原
価
 

                  事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損
及
び
撤

去
費
 

   

 
                                      

 

                               

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

 

 

手
 

 
当

 
 
等
 

賞
与
引
当
金
繰
入
額
 

退
 職

 給
 付

 費
 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 

 
償

 
 
費
 

被
 

 
服

 
 
費
 

消
 
耗

 
品
 
費
 

燃
 

 
料

 
 
費
 

光
 
熱

 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 

 
託

 
 
料
 

手
 

 
数

 
 
料
 

賃
 

 
借

 
 
料
 

修
 

 
繕

 
 
費
 

補
 

 
償

 
 
費
 

研
 

 
修

 
 
費
 

負
 

 
担

 
 
金
 

保
 

 
険

 
 
料
 

公
 

 
課

 
 
費
 

交
 

 
付

 
 
金
 

交
 

 
際

 
 
費
 

広
 

 
告

 
 
料
 

貸
 
倒

 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰

 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形

 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形

 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

固
定
資
産
撤
去
費
 

                     事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損

 

有
形
固
定
資
産
の
撤
去
費
 

 

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
中 

「 

 」 

を 

  

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 年
賦
未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え

る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

破
産
更
生
債
権
等
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に

備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 

款
 

項
 

目
 

節
 

備
 

 
 

 
 
考

 

 
                                       

                            

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

   

そ
の
他
営
業
費
用
 

 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償
 
 
費
 

被
 
 
服
 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料
 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託
 
 
料
 

手
 
 
数
 
 
料
 

賃
 
 
借
 
 
料
 

修
 
 
繕
 
 
費
 

補
 
 
償
 
 
費
 

研
 
 
修
 
 
費
 

負
 
 
担
 
 
金
 

保
 
 
険
 
 
料
 

公
 
 
課
 
 
費
 

交
 
 
付
 
 
金
 

交
 
 
際
 
 
費
 

広
 
 
告
 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

 

た
な
卸
資
産
減
耗
費
 

 

材
料
売
却
原
価
 

                  事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損
及
び
撤

去
費
 

   

 
                                      

 

                               

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

 

 

手
 
 
当
 
 
等
 

賞
与
引
当
金
繰
入
額
 

退
 職

 給
 付

 費
 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償
 
 
費
 

被
 
 
服
 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料
 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託
 
 
料
 

手
 
 
数
 
 
料
 

賃
 
 
借
 
 
料
 

修
 
 
繕
 
 
費
 

補
 
 
償
 
 
費
 

研
 
 
修
 
 
費
 

負
 
 
担
 
 
金
 

保
 
 
険
 
 
料
 

公
 
 
課
 
 
費
 

交
 
 
付
 
 
金
 

交
 
 
際
 
 
費
 

広
 
 
告
 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

固
定
資
産
撤
去
費
 

                     事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損

 

有
形
固
定
資
産
の
撤
去
費
 

 １
 
建
設
工
事
の
起

工
（
契
約
変
更
を

含
む
。
）
 

５
億
円
以
上
 
３
億
円
以
上
 

 
５
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
３
億
円
未
満
 

１
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
契
約
変
更
額
が
当
初
契
約
 

額
の
５
％
以
上
と
な
る
場
 

合
又
は
契
約
変
更
額
の
累
 

計
額
が
当
初
契
約
額
の
５
 

％
以
上
と
な
る
場
合
を
 

含
む
。
 

 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
の
二
中 

「 

 」 

を 

  

１
 
建
設
工
事
の
起

工
 

５
億
円
以
上
 
３
億
円
以
上
 

 
５
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
３
億
円
未
満
 

１
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 ６
 
契
約
を
伴
う
支

出
予
算
の
執
行
の

う
ち
、
当
該
契
約

の
執

行
予

定
額

が
、
第

13
7
条
の

２
に
定
め
る
随
意

契
約
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
予
定
価

格
と
し
て
定
め
る

額
を
超
え
る
も
の
 

 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に
応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に

定
め
る
区
分
に
従
い
決
裁
を
受
け
る
 

リ
ー
ス
資
産
の
取
得
に
 

係
る
経
費
に
つ
い
て
、
 

全
て
の
案
件
 

 

 ６
 
契
約
を
伴
う
支

出
予
算
の
執
行
の

う
ち
、
当
該
契
約

の
執

行
予

定
額

が
、
第

13
7
条
の

２
に
定
め
る
随
意

契
約
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
予
定
価

格
と
し
て
定
め
る

額
を
超
え
る
も
の
 

 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に
応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に

定
め
る
区
分
に
従
い
決
裁
を
受
け
る
 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に

応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に
定
め

る
区
分
に
従
い
合
議
を
受
け
る

 

 燃
料

費
、

動
力

費
、
薬

品
費

1億
円
以
上

5
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

以
上

5
,
0
0
0
万
円

未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1
,
0
0
0
万
円

以
上

1
,
0
0
0
万
円

以
上



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 
 

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1億
円
以
上

1
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎
薬

品
費

燃
料

費
、

動
力

費
1億

円
以
上

5
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

以
上

5
,
0
0
0
万
円

未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1
,
0
0
0
万

円

以
上

500万
円

以
上

3
0
0
万
円

以
上

5
0
0
万
円

未
満

300万
円

未
満

△◎

償
還
金
、
利
子
及
び

取
扱
い
諸
費

企
業
債
の
元
利
償
還
金
及
び
一
時

借
入
金
利
息

500万
円

以
上

3
0
0
万
円

以
上

5
0
0
万
円

未
満

300万
円

未
満

△◎

償
還
金
、
利
子
及
び

取
扱
い
諸
費

企
業
債
、
他
会
計
借
入
金
及
び
年

賦
未
払
金
の
元
利
償
還
金
並
び
に

一
時
借
入
金
利
息



様
式
第
七
十
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

  

 

様
式
第
七
十
九
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
十
四
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
十
五
号
を
削
る
。 

様
式
第
7
8
号
の
2
 

様
式
第
7
8
号
の
2
 

 

予
定

価
格

 

決
定

者
 

 

平
成

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

 

予
 
定

 
価

 
格

 
 下
記
工
事
の
予
定
価
格
を
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

 

 

予
定
価
格
（
税
込
み
）
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 

入
札
書
比
較
価
格
（
予
定
価
格
の

1
0
0
/
1
0
8
、
税
抜
き
）
 

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
  

最
低
制
限
価
格
（
税
込
み
）
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 

入
札
書
比
較
価
格
（
最
低
制
限
価
格
の

1
0
0
/
1
0
8
、
税
抜
き
）
 

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
  

記
 

 

工
事

番
号

 

及
び

工
事

名
 

 

工
事

場
所

 
 

実
施

額
 

 

※
記
載
事
項
は
、
契
約
内
容
に
応
じ
て
適
宜
修
正
し
て
使
用
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

 



様
式
第
八
十
六
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

 様
式
第
8
6
号
（
３
）
 

  様
式
第

86号
（
３
）
 

 注 本様式は二年度以上にまたがる執行伺など手書により執行の伺いをたてるときに使用すること。 

執
 
 
 
行
 
 
 
伺
 

起
案

者
 

○ 印
 

下
記
の
と
お
り
執
行
し
て
よ
い
か
伺
い
ま
す
。
な
お
、
決
裁
の
上
は
、

こ
の
旨
当
該
所
場
長
あ
て
通
知
し
て
よ
い
か
併
せ
て
伺
い
ま
す
。
 

電
話

 
番

 

起
 

 
案
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

決
 

 
裁
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
決
裁
欄
 

 
 

 
 

 
（
合
議
）
 

 
 

 
課

所
 
年

度
  

会
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

番
 

 
号
 

予
算
内
容
  

業
種

（
大

小
）

又
は

業
務
 

 

実
施

設
計

額
 

 
 

 
 

 
千
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
事

名
 

業
務

名
  

 
 

 

工
事

場
所
 

業
務

箇
所
  

 

 

執行方法 

区
分
 

根
拠

法
令
 

着
工
（
着
手
）
予
定
 

予
算

額
 

 

指
名

競
争

入
札
 地

方
自
治
法
施
行
令
第

167
条
第

 
 

 
号

 
年

 
 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

(落
札
者
が
な
い
と
き
) (１

．
指
名
替
え
に
よ
る
再
入
札

 
２
．
随
意
契
約

) 
完
成
（
完
了
）
予
定
 

執
行

伺
済

額
 

 

随
意

契
約
 地

方
公
営
企
業
法
施
行
令
第

21条
の

14第
１
項
第

 
 

 
号

 
年

 
 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

一
般

競
争

入
札
  

支
払

予
定
 

執
行

伺
額
 

 

前
払

金
 

有
・

無
 

監
督

員
 

年
 

 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

部
分

払
 

有
・

無
 
 

契
約

予
定

期
間

 
残

額
 

 

入
札

保
証

金
 
徴
収
・
免
除
  

日
間
 

千
円
 

 

最
低
制
限
価
格
 

有
・
無
 

摘要 

競
争

入
札
 入

札
通
知
案
 
標

 準
 
建
設
工
事
請
負
等
指
名
競
争
入
札
執
行
要
領
 

 

支
 
出

 
科

 
目
 

別
 添

 
 

 
標
準
様
式
第
 
 
 
 
号

 
使
用
 

 

款
 
 

 
契

約
書

案
 
標

 準
 
建
設
工
事
請
負
等
指
名
競
争
入
札
執
行
要
領
 

 

 
 

 

 
 

別
 添

 
 

 
標
準
様
式
第
 
 
 
 
号
の
 
 
 
 
使
用
 

 

項
 
 

 

 

 
 

随
意

契
約
  入

札
通
知
案
、
契
約
書
案
は
別
添
の
と
お
り
 

 

 
 

 

目
 
 

 

 

 

節
 
 

 

 

細
節
  

 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）
 

 



様
式
第
八
十
七
号
（
三
）
を
削
る
。 

様
式
第
八
十
八
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

様
式
第
8
8
号
（
３
）
 

  様
式

88
号
（
３
）
 

支
出

負
担

行
為

決
議

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 注一 本様式は二年度以上にまたがる支出負担行為など手書により支出負担行為の伺いをたてるときに使用すること。 

  二 ※印については、契約年月日を記入すること。 

  三 年度欄は契約を行った年度を使用すること。 

 件
 
名
 

起
案

者
 

○ 印
 

 

本
書
の
と
お
り
支
出
負
担
行
為
を
し
ま
す
。
ま
た
、

監
督
員
を
別
案
に
よ
り
請
負
者
あ
て
通
知
し
ま
す
。
 

電
話

 
番

 

起
案

 
年

 
 

 
月

 
 
 
日
 

 
決

裁
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
決
裁
欄
 

 
 

 
 

 
（
合
議
）
 

 
 

 
課

所
 
年

度
  

会
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
出

負
担

行
為

額
 

負符号 

支
出

負
担

行
為

 
※

 支
出

負
担

行
為
  

十
 兆

 千
 百

 十
 億

 千
 百

 十
 万

 千
 百

 十
 円

 
予

定
年

月
日

 
年

月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

番
 
号
 

契
約

期
間

 

 

履
行

期
限

 

始
 

 
 
期
 

終
 

 
 
期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

目
的
  

年度割 

年
度
 

千
円
 

理
由
  

年
度
 

千
円
 

及
び
  

年
度
 

千
円
 

算
出
  

年
度
 

千
円
 

基
礎
  

年
度
 

千
円
 

 

支
出

負
担

行
為

の
 

相
手

方
 

住
所

 
 

 
 

 

 

氏
名

 
 

 
 

 

 

 

支
出

科
目

 
支

出
負

担
行

為
の

状
況

 

 

款
 
 

配
当

予
算

額
 

千
円
 

 

項
 
 

（
令

達
）

 

 

目
 
 

支
出

負
担

行
為

済
額

 
千
円
 

 

節
 
 

支
出
負
担
行
為
未
済
額

 
千
円
 

 

細
節
  

今
回

執
行

額
 

千
円
 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）
 



附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


